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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  従来、段差のある基板に配向膜を形成する
際、基板段差に起因する配向膜表面の配向処理状態の不
均一による表示むらや、配向処理時に発生する異物に起
因する表示欠陥が発生する。
【解決手段】  ポリイミド膜１４をベースフィルム１５
表面に形成してポリイミドフィルム１６とし、そのポリ
イミドフィルム１６をラビング処理し、ポリイミドフィ
ルム１６表面の異物検査を行う。その後、ポリイミドフ
ィルム１６を基板２１表面に熱圧着し、基板端部でポリ
イミドフィルム１６を切断する。その後にベースフィル
ム１５を除去することにより、基板２１上に配向膜（ポ
リイミド膜１４）を形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ポリイミド膜をベースフィルム表面に形
成したポリイミドフィルムをラビング処理した後、前記
ポリイミドフィルムを基板表面に熱圧着し、その後にベ
ースフィルムを除去することにより、前記基板上に配向
膜を形成したことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  ポリイミド膜をベースフィルム表面に形
成したポリイミドフィルムをラビング処理した後、前記
ポリイミドフィルムを基板表面に熱圧着し、その後にベ
ースフィルムを除去することにより、前記基板上に配向
膜を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方
法。
【請求項３】  ポリイミド膜の膜厚みが５００ｎｍ以下
であることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項４】  ポリイミド膜の膜厚みが５００ｎｍ以下
であることを特徴とする請求項２記載の液晶表示装置の
製造方法。
【請求項５】  基板への熱圧着前にポリイミドフィルム
表面の異物検査を行い、５μｍ以上の異物の無い部位の
みを選別して前記基板へ熱圧着することを特徴とする請
求項１記載の液晶表示装置。
【請求項６】  基板への熱圧着前にポリイミドフィルム
表面の異物検査を行い、５μｍ以上の異物の無い部位の
みを選別して前記基板へ熱圧着することを特徴とする請
求項２記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】  基板がＴＦＴアレイ基板または、ＴＦＴ
アレイ基板上に樹脂膜パターンを形成した基板であるこ
とを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項８】  基板がＴＦＴアレイ基板または、ＴＦＴ
アレイ基板上に樹脂膜パターンを形成した基板であるこ
とを特徴とする請求項２記載の液晶表示装置の製造方
法。
【請求項９】  基板がガラス基板または、ガラス基板上
に樹脂膜パターンを形成した基板であることを特徴とす
る請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項１０】  基板がガラス基板または、ガラス基板
上に樹脂膜パターンを形成した基板であることを特徴と
する請求項２記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１１】  基板がプラスチック基板または、プラ
スチック基板上に樹脂膜パターンを形成した基板である
ことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項１２】  基板がプラスチック基板または、プラ
スチック基板上に樹脂膜パターンを形成した基板である
ことを特徴とする請求項２記載の液晶表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，液晶表示装置及び
その製造方法に関する。
【０００２】
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【従来の技術】液晶表示装置は主要な表示デバイスとし
て、特に小型、軽量性が要求される用途を中心に幅広く
使用されている。液晶表示装置は、例えば図２に示すよ
うに、画素電極を駆動するためのスイッチング能動素子
４が形成されたアレイ基板１２と、カラーフィルタパタ
ーン５、ブラックマトリクス６が形成されたカラーフィ
ルタ基板１１とを対向させ、樹脂スペーサー８により形
成される空間に液晶９を封入してなる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】近年、大型モニター、
テレビ用途等、従来ＣＲＴが使用されていたデバイス分
野への液晶の応用展開に伴い、液晶表示装置には更なる
性能向上が要求されている。特に、レントゲン写真表示
等の医療用途、インターネット商取引への液晶パネルの
応用展開に際し、高精細、高輝度かつ、ムラや輝点のな
いパネルが要求されている。このような背景の元、基板
段差に起因する配向膜表面の配向処理状態の不均一によ
る表示むら、配向処理時に発生する異物に起因する表示
欠陥が課題となっている。
【０００４】本発明の目的は、基板段差に起因する配向
膜表面の配向処理状態の不均一による表示むらや、配向
処理時に発生する異物に起因する表示欠陥のない液晶表
示装置及びその製造方法を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】このような課題を解決す
るため、本発明のポイントは、配向膜材料をフィルム化
したものを予め配向処理、異物検査によるふるい分けを
行った後に、基板表面に熱圧着するものである。
【０００６】本発明は、ポリイミド膜をベースフィルム
表面に形成したポリイミドフィルムをラビング処理した
後、ポリイミドフィルムを基板表面に熱圧着し、その後
にベースフィルムを除去することにより、基板上に配向
膜を形成するものである。
【０００７】また、ポリイミド膜の膜厚みが５００ｎｍ
以下であることを特徴とする。
【０００８】また、基板への熱圧着前にポリイミドフィ
ルム表面の異物検査を行い、５μｍ以上の異物の無い部
位のみを選別して基板へ熱圧着することを特徴とする。
【０００９】また、基板がＴＦＴアレイ基板または、Ｔ
ＦＴアレイ基板上に樹脂膜パターンを形成した基板であ
ることを特徴とする。
【００１０】また、基板がガラス基板または、ガラス基
板上に樹脂膜パターンを形成した基板であることを特徴
とする。
【００１１】また、基板がプラスチック基板または、プ
ラスチック基板上に樹脂膜パターンを形成した基板であ
ることを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】請求項１記載の発明は、ポリイミ
ド膜をベースフィルム表面に形成したポリイミドフィル
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ムをラビング処理した後、ポリイミドフィルムを基板表
面に熱圧着し、その後にベースフィルムを除去すること
により、基板上に配向膜を形成したことを特徴とする液
晶表示装置であり、配向ムラのない液晶表示装置である
という作用効果がある。
【００１３】請求項２記載の発明は、ポリイミド膜をベ
ースフィルム表面に形成したポリイミドフィルムをラビ
ング処理した後、ポリイミドフィルムを基板表面に熱圧
着し、その後にベースフィルムを除去することにより、
基板上に配向膜を形成することを特徴とする液晶表示装
置の製造方法であり、配向ムラのない液晶表示装置を製
造できるという作用効果がある。
【００１４】請求項３記載の発明は、ポリイミド膜の膜
厚みが５００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１
記載の液晶表示装置であり、液晶の配向制御が可能であ
るという作用効果がある。配向膜フィルムを熱圧着する
際、基板表面にポリイミド膜の配向処理面が接着するた
め、厚みが５００ｎｍを越えると十分な液晶配向規制力
が発揮できない。
【００１５】請求項４記載の発明は、ポリイミド膜の膜
厚みが５００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項２
記載の液晶表示装置の製造方法であり、液晶の配向制御
が可能であるという作用効果がある。配向膜フィルムを
熱圧着する際、基板表面にポリイミド膜の配向処理面が
接着するため、厚みが５００ｎｍを越えると十分な液晶
配向規制力が発揮できない。
【００１６】請求項５記載の発明は、基板への熱圧着前
にポリイミドフィルム表面の異物検査を行い、５μｍ以
上の異物の無い部位のみを選別して基板へ熱圧着するこ
とを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置であり、異
物欠陥がないという作用効果がある。
【００１７】請求項６記載の発明は、基板への熱圧着前
にポリイミドフィルム表面の異物検査を行い、５μｍ以
上の異物の無い部位のみを選別して基板へ熱圧着するこ
とを特徴とする請求項２記載の液晶表示装置の製造方法
であり、異物欠陥のない液晶表示装置の製造が可能であ
るという作用効果がある。
【００１８】請求項７～１２記載の発明は、基板表面の
凹凸によらず、均一な配向制御が可能であるという作用
効果がある。
【００１９】以下に、図面を参照しながら本実施の形態
について説明する。図１は本実施の形態による液晶表示
装置の製造方法を示す工程断面図である。
【００２０】本実施の形態の製造方法は、例えば図２の
ような液晶表示装置に適用でき、配向膜の形成方法に特
徴がある。図１に示すように、ポリイミド膜１４をベー
スフィルム１５表面に形成してポリイミドフィルム１６
とし（図１（ａ））、そのポリイミドフィルム１６をラ
ビング処理し、ポリイミドフィルム１６表面の異物検査
を行う（図１（ｂ））。その後、ポリイミドフィルム１
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６を基板２１表面に熱圧着し（図１（ｃ））、基板端部
でポリイミドフィルム１６を切断する（図１（ｄ））。
その後にベースフィルム１５を除去する（図１（ｅ））
ことにより、基板２１上に配向膜（ポリイミド膜１４）
を形成する。
【００２１】なお、前述のように、ポリイミド膜の膜１
４厚みが５００ｎｍ以下であることが好ましい。また、
本実施の形態のように基板２１への熱圧着前に行うポリ
イミドフィルム１６表面の異物検査を行うことが好まし
く、その異物検査の結果、５μｍ以上の異物の無い部位
のみを選別して基板２１へ熱圧着することが好ましい。
【００２２】また、基板２１には、前述のように、ＴＦ
Ｔアレイ基板、ＴＦＴアレイ基板上に樹脂膜パターンを
形成した基板、ガラス基板、ガラス基板上に樹脂膜パタ
ーンを形成した基板、プラスチック基板、または、プラ
スチック基板上に樹脂膜パターンを形成した基板などが
ある。
【００２３】
【実施例】以下、より具体的に実施例を、比較例ととも
に説明する。
【００２４】（比較例１）高さ５μｍの樹脂スペーサー
（ＮＮ７００、ＪＳＲ（株）製を用いフォトリソ法で形
成）を形成したＴＦＴアレイ基板にポリイミド配向膜
（５４１７、ＪＳＲ（株）製）をフレキソ印刷により形
成し、加熱処理した後、ラビングによる配向処理を行
い、配向膜形成ＴＦＴアレイ基板を得た。このアレイ基
板を用いて液晶パネルを作成、表示品位評価を行ったと
ころ、樹脂スペーサ側面に配向不良による光漏れが生じ
た。
【００２５】（比較例２）表面に１μｍの凹凸のある反
射電極（ＰＣ３３５、ＪＳＲ（株）製により凹凸のある
樹脂膜をパターニング後、表面に金属膜を蒸着により形
成）を形成したＴＦＴアレイ基板にポリイミド配向膜
（５４１７、ＪＳＲ（株）製）をスリットコーティング
法により形成し、加熱処理した後、ラビングによる配向
処理を行い、配向膜形成ＴＦＴアレイ基板を得た。この
アレイ基板を用いて反射型液晶パネルを作成、表示品位
評価を行ったところ、反射電極凹部側面に配向不良によ
る光漏れが生じた。
【００２６】（実施例１）ポリイミド配向膜（５４１
７、ＪＳＲ（株）製）をＰＥＴ製ベースフィルムにフレ
キソ印刷により厚さ５００ｎｍでコーティングしポリイ
ミドフィルムを作製した。このフィルムを、加熱処理し
た後、ラビングによる配向処理を行った。そしてフィル
ムの表面異物検査後、ゴムロール温度１３０℃、圧力
１．６ＭＰａで、高さ５μｍの樹脂スペーサー（ＮＮ７
００、ＪＳＲ（株）製を用いフォトリソ法で形成）を形
成したＴＦＴアレイ基板に熱圧着、フィルムを基板端部
で切断した後、ベースフィルムの剥離除去を行い、配向
膜形成ＴＦＴアレイ基板を得た。このアレイ基板を用い
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て液晶パネルを作成、表示品位評価を行ったところ、配
向不良による光漏れや異物による輝点は生じなかった。
【００２７】（実施例２）ポリイミド配向膜（５４１
７、ＪＳＲ（株）製）をＰＥＴ製ベースフィルムにスリ
ットコーティング法により厚さ５００ｎｍでコーティン
グしポリイミドフィルムを作製した。このフィルムを、
加熱処理した後、ラビングによる配向処理を行った。そ
してフィルムの表面異物検査後、ゴムロール温度１３０
℃、圧力１．６ＭＰａで、表面に１μｍの凹凸のある反
射電極（ＰＣ３３５、ＪＳＲ（株）製により凹凸のある
樹脂膜をパターニング後、表面に金属膜を蒸着により形
成）を形成したＴＦＴアレイ基板に熱圧着、フィルムを
基板端部で切断した後、ベースフィルムの剥離除去を行
い、配向膜形成ＴＦＴアレイ基板を得た。このアレイ基
板を用いて反射型液晶パネルを作成、表示品位評価を行
ったところ、配向不良による光漏れや異物による輝点は
生じなかった。
【００２８】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、基板段
差に起因する配向膜表面の配向処理状態の不均一による*

6
*表示むら、配向処理時に発生する異物に起因する表示欠
陥のない液晶表示装置が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における配向処理ポリイミ
ドフィルムの作成と、基板への転写を示した工程ごとの
断面図
【図２】一般的な液晶表示装置の一例の構造を示す断面
図
【符号の説明】
１３  スリットコータ
１４  ポリイミド膜
１５  ベースフィルム
１６  ポリイミドフィルム
１７  ＩＲヒーター
１８  ラビングロール
１９  異物検査機
２０  ラミネートロール
２１  基板
２２  カッター

【図１】 【図２】
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摘要(译)

常规地，当在具有台阶的基板上形成取向膜时，由于基板的台阶而导致
的由于取向膜表面的不均匀取向处理状态引起的显示不均匀，以及由于
在取向处理期间产生的异物导致的显示缺陷。 要做。 解决方案：在基膜
15的表面上形成聚酰亚胺膜14以形成聚酰亚胺膜16，对聚酰亚胺膜16进
行摩擦处理，然后对聚酰亚胺膜16的表面进行异物检查。 然后，将聚酰
亚胺膜16热压接至基板21的表面，并且在基板的边缘处切割聚酰亚胺膜
16。 之后，去除基膜15以在基板21上形成取向膜（聚酰亚胺膜14）。
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